
公  募 

 

次のとおり、公募参加申込書の提出を招請します。 

 

令和８年１月１５日 

国土技術政策総合研究所長 

佐藤 寿延 

 

  

１．公募に付する事項 

 （１）件  名 

    クレジットカード方式による公共料金等の決済業務 

 （２）業務内容 

    本業務は、業務受託者（以下「受注者」という。）が、国土技術政策総合研究所（以下「発

注者」という。）を法人会員として入会させ、会員番号の付与を行い、公共料金等を請求す

る事業者（以下「事業者」という。）から、発注者に対して公共料金等の支払請求が発生し

た都度、発注者に代わり、事業者の定める期限までにクレジットカードを用いた方法によ

り決済を実施することとする。 

    なお、受注者が発注者に代わり決済を実施した金額については、発注者へ請求を行うも

のとする。 

 （３）公募期間 

    令和８年１月１５日（木）から令和８年２月４日（水）まで 

 （４）業務期間 

    令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

    ただし、業務期間の満了する３か月前までに、受注者、発注者双方のいずれからも契約

を更新しない旨を書面で申し出ない場合には、本契約は従前と同一の条件でカード有効期

限（最長６０か月）まで毎年度更新できるものとする。 

    また、契約締結日の翌日から令和８年３月３１日までを、業務履行前の準備期間とする。 

 

２．参加する者に必要な資格等に関する事項 

 （１）予算決算及び会計令第７０条及び第７１条の規程に該当しない者であること。 

 （２）令和 07・08・09 年度国土交通省競争資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」の A、B、

C 又は D 等級のいずれかに格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であ

ること。 

 （３）公募参加申込書提出期限の日から抽選日までの期間において、国土技術政策総合研究所

長から指名停止を受けている者でないこと。 

 （４）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として国土

交通省発注の業務等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

 （５）公募要領を３．（２）に示す方法により直接入手した者であること。 



 （６）仕様書４．に掲げる業務条件を満たす者であること。 

 （７）提出書類を下記３(３)１）の期限までに提出しない者は、参加できないものとする。 

 

３．手続等 

 （１）担当部局 

    〒305-0804 茨城県つくば市旭１番 国土技術政策総合研究所総務部会計課管理係 

    電話 029-864-2673（ダイヤルイン）  

    電子メールアドレス nil-kaikeikanri@gxb.mlit.go.jp 

 

 （２）公募要領の交付期間及び交付方法 

交付期間：令和８年１月１５日（木）から令和８年２月４日（水）までの行政機関の      

休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）第１条に規定する行政機関の休日を除く

毎日、９時００分から１７時００分まで。（ただし最終日は１６時００分まで） 

 

交付場所：（１）に同じ。 

交付方法：１）（１）で直接交付するほか、電子メールで交付する。その場合は、あらか

じめ上記（１）まで連絡すること。 

２）電子データでの直接交付を希望する者には、記録媒体（CD-R等）を上記

（１）に持参することにより電子データを交付する。 

 （３）公募参加申込書の提出期限、場所及び方法 

   １）提出期限 

     令和８年２月４日（水） １６時００分 

   ２）提出場所 

     ３．（１）に同じ。 

   ３）提出書類 

     公募参加申込書、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し、その他必要である場 

    合は委任状 

   ４）提出方法 

     電子メール、又は持参とする（押印を省略する場合は、「本件責任者及び担当者」の氏

名及び連絡先を記載すること。電子メールの場合は、着信を確認すること。）。 

 （４）抽選日、抽選会場 

   １）抽選日 

     令和８年３月２日（月） １３時３０分 

   ２）抽選会場 

     国土技術政策総合研究所 総務部会計課入札室 

（国土技術政策総合研究所 旭庁舎研究本館 １階） 

 

４．契約者の決定 

  参加する者に必要な資格等に関する事項に掲げる条件を満たす者を抽選にて１者を選定の上、

契約する。ただし、条件を満たす者が１者のみの場合は、抽選は行わない。なお、条件を満た



す者が１者の場合も、契約者の決定は３．（４）に記載する日時に行う。 

 

５．申込書の無効 

  公募要領１１．に該当する申込書は、無効とする。 

 

６．その他 

 （１）手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

 （２）参加に係る一切の費用は、参加者の負担とする。 

 （３）詳細は公募要領による。 


